
神 戸 市 内 企 業 住 宅 手 当 等 支 援 補 助 金 交 付 要 綱  

令 和 ６ 年 ６ 月 13日  経 済 観 光 局 長 決 定  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、神 戸 市 内 企 業 の 人 材 確 保 と 定 着 、並 び に 若 者 の 経 済 的 負

担 の 軽 減 を 目 的 に 実 施 す る 、神 戸 市 内 企 業 の 住 宅 手 当 等 に 対 す る 補 助 金 の 交

付 等 に 関 し て 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ）、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭

和 22年 政 令 第 16号 ）、 神 戸 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 （ 平 成 27年 ３ 月 神

戸 市 規 則 第 38号 。以 下「 補 助 金 規 則 」と い う 。）に 定 め が あ る も の の ほ か 、必

要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、中 小 企 業 者 と は 、産 業 競 争 力 強 化 法（ 平 成 25年 法

律 第 98号 ） 第 ２ 条 第 23項 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 を い う 。  

２  こ の 要 綱 に お い て 、中 堅 企 業 者 と は 、産 業 競 争 力 強 化 法（ 平 成 25年 法 律 第

98号 ） 第 ２ 条 第 24項 に 規 定 す る 中 堅 企 業 者 を い う 。  

３  み な し 大 企 業 と は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 中 小 企 業 者 及 び 中 堅 企

業 者 を い う 。  

(1) 発 行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 金 額 の ２ 分 の １ 以 上 が 同 一 の 大 企 業（ 中 堅 企

業 者 を 除 く ） の 所 有 に 属 し て い る 法 人 。  

(2) 発 行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 金 額 の ３ 分 の ２ 以 上 が 複 数 の 大 企 業（ 中 堅 企

業 者 を 除 く ） の 所 有 に 属 し て い る 法 人 。  

(3) 大 企 業（ 中 堅 企 業 者 を 除 く ）の 役 員 又 は 職 員 を 兼 ね て い る 者 が 役 員 総 数

の ２ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る 法 人 。  

（ 補 助 対 象 事 業 者 ）  

第 ３ 条  補 助 対 象 と な る 事 業 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。 

(1) 法 人 の 場 合 は 、神 戸 市 内 に 登 記 簿 上 の 本 店（ 正 社 員 の 採 用 、社 員 の 給 与

等 勤 務 条 件 の 決 定 権 限 を 有 す る 部 署 が な い 登 記 簿 上 だ け 所 在 す る も の は

除 く 。）を 有 す る 中 小 企 業 及 び 中 堅 企 業 で あ る こ と 。個 人 事 業 主 の 場 合 は 、

主 た る 事 業 所 を 神 戸 市 内 に 有 す る 中 小 企 業 者 及 び 中 堅 企 業 者 で あ る こ と 。 

(2) 補 助 対 象 と な る 従 業 員（ 以 下 、「 補 助 対 象 従 業 員 」と い う 。）に 住 宅 手 当



（ 民 間 賃 貸 住 宅 に 対 す る 家 賃 補 助 に 限 る ）を 支 給 し て い る こ と 。ま た は補

助 対 象 従 業 員 の 宿 舎 と し て 民 間 賃 貸 住 宅 の 居 室 を 借 り 上 げ 、補 助 対 象 従 業

員 に 居 住 さ せ て い る こ と 。た だ し 、事 業 者 が 所 有 す る 居 室 は 除 く も の と す

る 。  

(3) 神 戸 市 税（ 法 人 に あ っ て は 法 人 市 民 税 を 、個 人 事 業 主 に あ っ て は 個 人 市

民 税 を い う 。）の 納 税 義 務 者（ 非 課 税・課 税 免 除・減 免 等 と な る 者 を 含 む 。）

で あ る こ と 。  

(4) 神 戸 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25年 条 例 第 199号 ） に 定 め る 市 税 の 滞 納 お よ び未

申 告 が な い こ と 。  

(5) 雇 用 保 険 適 用 事 業 所 及 び 労 働 者 災 害 補 償 保 険 適 用 事 業 所 で あ る こ と 。た

だ し 、 暫 定 任 意 適 用 事 業 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 不 交 付 要 件 ）  

第 ４ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て

は 、 補 助 金 を 交 付 し な い 。  

(1) み な し 大 企 業 で あ る 者 。  

(2) 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 間 に お い て 、

厚 生 労 働 省 に よ り 労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 に 係 る 公 表 事 案 と し て 公 表 さ れ

た 者 。  

(3) 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第

122号 ）に 規 定 す る「 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 」又 は 当 該 営 業 に か か る「 接 客 業

務 受 託 営 業 」 を 行 う 者 。  

(4) 神 戸 市 に お け る 暴 力 団 の 排 除 の 推 進 に 関 す る 条 例（ 平 成 23年 ３ 月 条 例 第

29号 ）第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 又 は 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴

力 団 員 で あ る 者 。  

(5) 兵 庫 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則（ 平 成 23年 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ）第 ２

条 に 規 定 す る 暴 力 団 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 。  

(6) 暴 力 団 等 が 経 営 に 事 実 上 参 画 し て い る 者 。  

(7) 宗 教 活 動 や 政 治 活 動 を 主 た る 目 的 と す る 事 業 者 で あ る 者 。  

(8) 前 各 号 に 掲 げ る 者 の 他 、補 助 金 の 趣 旨 及 び 目 的 に 照 ら し て 適 当 で な い と



市 長 が 判 断 す る 者 。  

（ 補 助 対 象 従 業 員 の 要 件 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 従 業 員 は 、補 助 対 象 事 業 者 に 該 当 す る 企 業 に 勤 務 す る 者 の う

ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

(1) 神 戸 市 に 住 民 登 録 し て い る こ と 。  

(2) 神 戸 市 内 に 所 在 す る 従 業 員 本 人 名 義 で 契 約 し た 民 間 賃 貸 住 宅 に 居 住 し

て い る こ と 、 ま た は 補 助 対 象 事 業 者 が 提 供 す る 宿 舎 に 入 居 し て い る こ と 。 

(3) 補 助 対 象 事 業 者 に 、 正 社 員 と し て 雇 用 さ れ て い る こ と 。  

(4) 申 請 年 の ４ 月 １ 日 に お い て 、 雇 用 さ れ た 日 か ら ３ 年 未 満 で あ る こ と 。  

(5) 申 請 年 の ４ 月 １ 日 に お い て 、 30歳 未 満 で あ る こ と 。  

(6) 申 請 年 の 12月 末 日 に お い て 、申 請 日 と 同 じ 市 内 企 業 に 在 籍 し て い る こ と 。 

(7) 補 助 対 象 事 業 者（ 法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 ）の ２ 親 等 以 内 の 親 族 で な

い こ と 。  

(8) 補 助 対 象 事 業 者 に 雇 用 さ れ る 以 前 に 、本 補 助 金 を 受 給 し た こ と が な い こ

と 。  

(9) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 本 補 助 金 に 類 す る 補 助 金 を 受 給 し て い

な い こ と 。  

２  前 項 に 該 当 す る 従 業 員 の う ち 、別 で 定 め る 加 算 対 象 地 域 に 居 住 す る 者 に つ

い て は 、 補 助 金 の 加 算 対 象 者 （ 以 下 、「 加 算 対 象 従 業 員 」 と い う 。） と す る 。 

（ 補 助 対 象 期 間 ）  

第 ６ 条  補 助 対 象 の 期 間 は 、 申 請 年 の ４ 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で と す る 。  

（ 補 助 金 の 算 定 基 準 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 に よ り 算 出 し た 額 を 補 助 金 と し て 交 付

す る こ と が で き る も の と す る 。  

(1) 補 助 対 象 事 業 者 が 補 助 対 象 期 間 に 、補 助 対 象 従 業 員 に 支 給 す る 住 宅 手 当

に ２ 分 の １ を 乗 じ た 額 で 、 月 額 上 限 は １ 万 円 と す る 。  

(2) 補 助 対 象 事 業 者 が 補 助 対 象 期 間 に 、補 助 対 象 従 業 員 の 宿 舎 と し て 借 り 上

げ る 居 室 に か か る 賃 借 料 か ら 、補 助 対 象 従 業 員 が 本 居 室 を 使 用 す る た め の

費 用 と し て 自 己 負 担 す る 額 を 控 除 し た 額 に ２ 分 の １ を 乗 じ た 額 で 、月 額 上



限 は １ 万 円 と す る 。  

２  補 助 対 象 従 業 員 が 加 算 対 象 従 業 員 で あ る 場 合 は 、市 長 は 、次 の 各 号 に 掲 げ

る 基 準 に よ り 算 出 し た 額 を 補 助 金 と し て 交 付 す る こ と が で き る も の と す る 。 

(1) 補 助 対 象 事 業 者 が 補 助 対 象 期 間 に 、補 助 対 象 従 業 員 に 支 給 す る 住 宅 手 当

に ３ 分 の ２ を 乗 じ た 額 で 、 月 額 上 限 は １ 万 ４ 千 円 と す る 。  

(2) 補 助 対 象 事 業 者 が 補 助 対 象 期 間 に 、補 助 対 象 従 業 員 の 宿 舎 と し て 借 り 上

げ る 居 室 に か か る 賃 借 料 か ら 自 己 負 担 額 を 控 除 し た 額 に ３ 分 の ２ を 乗 じ

た 額 で 、 月 額 上 限 は １ 万 ４ 千 円 と す る 。  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る 額 は 、補 助 対 象 従 業 員 が 支 払 う 賃 借 料 か ら 住 宅 手 当 を 控

除 し た 自 己 負 担 額 ま た は 補 助 対 象 事 業 者 が 提 供 す る 宿 舎 に か か る 自 己 負 担

額 を 上 回 ら な い も の と す る 。  

４  前 ３ 項 に 規 定 す る 額 の 申 請 年 の 合 計 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、

こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

５  市 長 は 、前 ４ 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 金 額 の 合 計 が 本 補 助 金 の 予 算 を 超 過

す る 場 合 は 、 補 助 金 の 額 を 減 額 し て 交 付 又 は 交 付 し な い こ と が で き る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ８ 条  申 請 者 は 、補 助 金 規 則 第 ５ 条 に 基 づ き 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す る と き は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 市 長 が 指 定 す る 期 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

(1) 補 助 金 交 付 申 請 書  

(2) 宣 誓 ・ 同 意 書  

(3) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 審 査 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、補 助 金 規 則 第 ６ 条 に 基 づ き 申 請 内 容 の 適 格 性 等 に つ い て 審 査

を 行 い 、 要 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き た 場 合 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 行 う 。

た だ し 、申 請 者 の 申 請 が 交 付 要 件 を 満 た さ な い お そ れ が あ る 場 合 は 、次 の 各

号 の 対 応 を 行 う 。  

(1) 申 請 者 に 対 し て 、交 付 要 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き る 書 類 等 の 提 出 の 依

頼（ 以 下「 不 備 修 正 依 頼 」と い う 。）を 行 い 、必 要 に 応 じ て 事 情 聴 取 及 び 立



入 検 査 等 を 行 う 。申 請 者 は 、不 備 修 正 依 頼 を 受 け 次 第 、該 当 す る 書 類 を速

や か に 市 長 に 提 出 す る 。ま た 、事 情 聴 取 及 び 立 入 検 査 等 に 協 力 す る 等 の 対

応 （ 以 下 「 不 備 修 正 」 と い う 。） を 行 う 。  

(2) 申 請 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 情 報 等 が 外 形 的 に 本 要 綱 に 定 め る 内 容 を 満

た し た と し て も 、 交 付 要 件 を 満 た さ な い お そ れ が あ る と 認 め る 場 合 に は 、

申 請 者 に 対 し て 、市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類（ 以 下「 追 加 証 憑 」と い う 。）を

速 や か に 提 出 す る こ と の 依 頼（ 以 下「 追 加 証 憑 提 出 依 頼 」と い う 。）を 行 う

こ と が で き る 。ま た 、必 要 に 応 じ て 事 情 聴 取 及 び 立 入 検 査 等 を 行 う こ とが

で き る 。申 請 者 は 、追 加 証 憑 提 出 依 頼 を 受 け 次 第 、交 付 要 件 を 満 た す こ と

が 確 認 で き る 追 加 証 憑 を 速 や か に 市 長 に 提 出 す る 、ま た 事 情 聴 取 及 び 立 入

検 査 等 に 協 力 す る 等 の 対 応 を 行 う 。  

(3) 申 請 者 の 申 請 が 交 付 要 件 を 明 ら か に 満 た さ な い と 認 め る 場 合 に は 、前 第

１ 号 及 び 第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、不 備 修 正 依 頼 又 は 追 加 証 憑 提 出 依 頼

を 行 う こ と な く 、申 請 者 に 対 し て 、期 限 を 定 め て 、申 請 の 取 下 げ を 依 頼 し 、

又 は 第 11条 に 基 づ き 不 交 付 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

(4) 不 備 修 正 依 頼 又 は 追 加 証 憑 提 出 依 頼 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、申 請 者 に

よ る 速 や か な 不 備 修 正 又 は 追 加 証 憑 提 出 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に は 、申 請

者 に 対 し て 、期 限 を 定 め た 不 備 修 正 依 頼 又 は 追 加 証 憑 提 出 依 頼 を 行 う こ と

が で き る 。期 限 内 に 申 請 者 か ら 交 付 要 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き る 不 備 修

正 又 は 追 加 証 憑 が 提 出 さ れ な か っ た 場 合 に は 、第 11条 に 基 づ き 不 交 付 決 定

を す る こ と が で き る 。  

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 10条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に 基 づ き 補 助 金 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に よ

る 補 助 金 の 交 付 決 定 を 行 う と き は 、次 に 掲 げ る 書 類 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る

も の と す る 。  

(1) 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

(2) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 不 交 付 ）  

第 11条  市 長 は 、第 ９ 条 に 規 定 す る 審 査 を 経 て 、申 請 者 の 申 請 が 交 付 要 件 を 満



た さ な い と 判 断 し た 場 合（ 提 出 さ れ た 基 本 情 報 等 が 真 正 な も の で は な い と 判

断 し た 場 合 を 含 む 。） 又 は 交 付 要 件 を 満 た す こ と が 確 認 で き な い と 判 断 し た

場 合 に は 、補 助 金 規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 に 基 づ き 補 助 金 の 交 付 が 不 適 当 で あ る 旨

を 次 に 掲 げ る 書 類 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

(1) 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  

(2) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類   

（ 補 助 事 業 等 の 変 更 等 ）  

第 12条  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 承 認 を 受 け よ

う と す る と き は 補 助 金 交 付 決 定 内 容 変 更 承 認 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 承 認 を 受 け よ う と

す る と き は 、補 助 事 業 中 止（ 廃 止 ）承 認 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

３  市 長 は 、前 ２ 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、当 該 申 請 に 係 る 書 類 の 内 容 を 審 査

し 、承 認 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、そ の 旨 を 補 助 金 交 付 決 定 変

更 通 知 書 又 は 補 助 事 業 中 止（ 廃 止 ）承 認 通 知 書 に よ り 、補 助 事 業 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 書 の 提 出 ）  

第 13条  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 規 則 第 15条 に 基 づ き 補 助 事 業 の 実 績 を 報 告 し よ

う と す る と き は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 当 該 補 助 事 業 の 完 了 後 、速 や か に 市 長 ま

で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 補 助 事 業 実 績 報 告 書  

(2) 事 業 の 実 施 状 況 が わ か る 書 類 で 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 額 の 確 定 ）  

第 14条  市 長 は 、補 助 金 規 則 第 16条 に よ る 補 助 金 の 交 付 額 の 確 定 を 行 っ た と き

は 、補 助 金 額 確 定 通 知 書 に よ り 、速 や か に 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。

た だ し 、確 定 し た 補 助 金 の 交 付 額 が 、交 付 の 決 定 に お け る 交 付 予 定 額 と 同 額



で あ る 場 合 は 、 通 知 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 15条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 交 付 額 の 確 定 を 行 っ た あ と 、速 や か に 補 助

金 を 補 助 事 業 者 に 支 払 う も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 16条  市 長 は 、補 助 金 規 則 第 19条 第 １ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、次 に 掲 げ る

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 消

し 、速 や か に 、そ の 旨 を 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 に よ り 当 該 補 助 事 業 者 に

通 知 す る も の と す る 。  

(1) 法 令 違 反 又 は 社 会 的 信 用 を 著 し く 損 な う 行 為 を し た と き 。  

(2) 神 戸 市 市 税 条 例（ 昭 和 25年 条 例 第 199号 ）に 定 め る 市 税 を 滞 納 し た と き。  

(3) 宣 誓 ・ 同 意 書 に 違 反 し た と き 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 取 消 し た 場 合 に お い て 、既 に 補

助 金 を 交 付 し て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 補 助 金 を 返 還 さ せ る も の と す る 。 

（ 個 人 情 報 の 収 集 ）  

第 17条  補 助 事 業 者 が 、本 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う に あ た っ て 、補 助 対 象 従 業

員 の 個 人 情 報 を 収 集 し よ う と す る と き は 、補 助 対 象 従 業 員 の 同 意 を 得 な け れ

ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 18条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、

別 に 定 め る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 13日 か ら 施 行 す る 。  


